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教育委員会定例会(１０月)会議録 

 

日  時 令和７年１０月２４日（金）１０時００分～１１時３０分 

 

場  所 久留米市役所本庁２０階 第３委員会室 

 

出席委員 井上 謙介（教育長）       江頭 理江（委員） 

内村 直尚（委員）        御厨 千秋（委員） 

富永 孝太朗（委員）       小田 まり子（委員）         

 

 

事務局  平田 敬一（教育部長）        廣松 和美（市民文化部長） 

藤原 誠二（教育部次長）       古賀 裕二（市民文化部次長） 

四ヶ所 清隆（教育監）        東野 淳 （教職員課長） 

猪飼 幸毅（教育部総務主幹） 

渡辺 唯希（学校施設課長）      中島 幸弘（学校施設課計画主幹）   

飯田 智久（学校施設課設備主幹） 

田中 浩之（学校教育課長） 

豊福 健一（学校教育課人権・同和教育担当課長） 

下川 嘉満（学校教育課指導主幹）   平塚  淳也（学校教育課教育支援 

主幹） 

深田 将  （学校保健課長）       小形 孝徳（学校給食共同調理所長） 

新村 敏 （教育ＩＣＴ推進課長）       井上 英俊（文化財保護課長）     

      

     

議  案 

第４６号議案 令和８年度久留米市立小・中・特別支援学校教職員人事異動方針に 

ついて 

第４７号議案 令和８年度久留米市立久留米特別支援学校高等部入学者選考要項及び 

令和８年度久留米市立久留米特別支援学校高等部訪問教育入学者選考 

要項について 

第４８号議案 久留米市文化財収蔵資料審議会委員の委嘱について 

 

 

協  議 

（１）教育委員会会議等へのコンピュータ端末の活用について 

（２）山本小・草野小・善導寺小・大橋小学校の統合による屏水中学校区の 

義務教育学校新設基本計画【案】について 

（３）城島エリアの今後の対応について 非公開 
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報告事項 

（１）教育委員会後援事業等に関する報告 

（２）久留米市小中一貫教育に関する方針案の策定状況について  

 

議案の審議に先立ち、協議事項（３）については、非公開で協議することが承認された。 

 

議案 

第４６号議案 令和８年度久留米市立小・中・特別支援学校教職員人事異動方針に 

ついて 

井上教育長 

 

ただいまから、「久留米市教育委員会１０月定例会」を開会い

たします。 

それでは、議案の審議に入ります。 

「第４６号議案 令和８年度久留米市立小・中・特別支援学校教

職員人事異動方針について」を議題とします。事務局からの説

明を求めます。 

 

教職員課 

東野課長 

 

≪議案説明≫ 

 

井上教育長 

 

事務局からの説明は終わりました。 

委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 

 

江頭委員 小学校教諭が中学校へ、中学校教諭が小学校へ異動する等、

小学校と中学校間で人事交流を行う際の、教員免許の取り扱い

はどうなりますか。 

 

教職員課 

東野課長 

 

原則は、小学校及び中学校の教員免許を持つ教諭を人事交流

の対象としておりますが、詳細については福岡県教育委員会と

確認をしながら進めてまいります。 

 

富永委員 系統性・連続性のある教育を推進するための人事交流とは、

具体的にどのようなものを想定されてありますか。 

教職員課 

東野課長 

 

小学校教諭が中学校へ異動した際には、中学校での生徒指導

の対応について学ぶほか、中学校教諭が小学校へ異動した際に

は、小学校での授業の進め方について学ぶ等、各々の特徴を学

ぶことでより良い小中一貫教育が進められるものと認識してお

ります。 
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なお、東部地区の小学校教諭が同じ東部地区の中学校へ異動

になる場合等も考えられますが、人事交流時のエリアの偏りを

なくすなど、今後の進めかたについては引き続き検討してまい

ります。 

 

井上教育長 他にご質問はございますか。 

（全委員） （なし） 

井上教育長 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第４６号議案 令和８年度久留米市立小・中・特別支援学

校教職員人事異動方針について」、賛成の方は挙手をお願いしま

す。 

 

（全委員） 挙手 

井上教育長 

 

賛成全員であります。よって、第４６号議案を原案のとおり

承認いたします。 

次に、「第４７号議案 令和８年度久留米市立久留米特別支援

学校高等部入学者選考要項及び令和８年度久留米市立久留米特

別支援学校 高等部訪問教育入学者選考要項について」を議題と

いたします。 

 

第４７号議案 令和８年度久留米市立久留米特別支援学校高等部入学者選考要項 

及び令和８年度久留米市立久留米特別支援学校高等部訪問教育入学 

者選考要項について 

井上教育長 

 

 この議案について、事務局からの説明を求めます。 

 

学校教育課 

田中課長 

 

≪議案説明≫ 

 

井上教育長 

 

事務局からの説明は終わりました。 

委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 

 

（全委員） （なし） 
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井上教育長 

 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第４７号議案 令和８年度久留米市立久留米特別支援学校

高等部入学者選考要項及び令和８年度久留米市立久留米特別支

援学校 高等部訪問教育入学者選考要項について」、賛成の方は

挙手をお願いします。 

 

（全委員） 挙手 

井上教育長 

 

賛成全員であります。よって、第４７号議案を原案のとおり

承認いたします。 

次に、「第４８号議案 久留米市文化財収蔵資料審議会委員の

委嘱について」を議題といたします。 

 

第４８号議案 久留米市文化財収蔵資料審議会委員の委嘱について 

井上教育長 

 

 この議案について、事務局からの説明を求めます。 

 

文化財保護課 

井上課長 

 

≪議案説明≫ 

 

井上教育長 

 

事務局からの説明は終わりました。 

委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 

 

富永委員 久留米市文化財収蔵資料審議会では、文化財収蔵資料の受入

れに関し必要な事項について調査、審議をされるようですが、

具体的にどういったものを調査、審議されておられるのでしょ

うか。 

 

文化財保護課 

井上課長 

例えば、市で購入予定の資料があった際、当該審議会におい

て、真に市が購入すべきものであるのか、購入価格が妥当であ

るか等、総合的に審議をいただいております。 

 

井上教育長 他にご質問はございますか。 

（全委員） （なし） 

井上教育長 

 

ご質問等が無いようですので、採決に入ります。 

「第４８号議案 久留米市文化財収蔵資料審議会委員の委嘱

について」、賛成の方は挙手をお願いします。 
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（全委員） 挙手 

井上教育長 

 

賛成全員であります。よって、第４８号議案を原案のとおり

承認いたします。 

次に、協議事項に移ります。 

 

 

 

協議事項 

（１） 教育委員会会議等へのコンピュータ端末の活用について 

 

井上教育長 

 

このことについて、事務局からの説明を求めます。 

 

藤原次長 

 

≪協議事項説明≫ 

 

井上教育長 

 

事務局からの説明は終わりました。 

委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 

 

御厨委員 資料が多い場合、コンピュータ端末の画面をスクロールして、

当該ページへ遷移する必要があり、煩雑であるため、容易に画

面遷移ができる方法を教えていただきたいです。 

 

藤原次長 「スライドの何ページ目をご覧ください」等、発言者の説明

方法を工夫するほか、コンピュータ端末の画面上にて、遷移先

のページ番号を入力して画面遷移させるなど、より使いやすい

方法を検討致します。 

 

井上教育長 他にご質問はございますか。 

 

（全委員） （なし） 

 

井上教育長 

 

ご質問等が無いようですので、次に協議事項（２）に移りま

す。 

 

 

（２）山本小・草野小・善導寺小・大橋小学校の統合による屏水中学校区の 

義務教育学校新設基本計画【案】について 

井上教育長 

 

このことについて、事務局からの説明を求めます。 

 

猪飼主幹 ≪協議事項説明≫ 



 

6 

  

井上教育長 

 

事務局からの説明は終わりました。 

委員の皆様、ご意見ご質問はありませんか。 

 

御厨委員 義務教育学校における、学童保育の対象年齢について教えて

ください。 

 

猪飼主幹 現時点では未定です。主管部局が子ども未来部となりますの

で、主管部局と協議しながら決定してまいります。 

 

富永委員 義務教育学校の制服の取り扱いはどうなりますか。また、校

則について、今後どういった進め方で決定するものでしょうか。 

 

猪飼主幹 いずれも現時点では未定です。他市の事例を参考にするほか、

保護者や地域の方、学校現場等と協議を進めながら、引き続き

検討を続けてまいります。 

 

江頭委員 令和１４年から義務教育学校は開校されますが、開校前に入

学した児童に対する、義務教育学校への移行をどう進めていか

れますか。 

 

猪飼主幹 小学校と中学校、それぞれの学習指導要領を基本として進め

てまいります。また、義務教育学校への移行までの期間をどの

ような教育課程としていくかについても、引き続き検討致しま

す。 

 

四ケ所教育監 補足致します。小中一貫教育に関する方針案の策定を現在進

めているところです。原則、教育内容の入替をせず、学習指導

要領で定められている基準に沿ってカリキュラムを組む予定で

す。義務教育学校の開校前から在籍している児童生徒や転校し

た児童生徒が、義務教育学校のカリキュラムにスムーズに移行

できるよう、引き続き協議を重ねてまいります。 

 

井上教育長 他にご質問はございますか。 

 

（全委員） （なし） 

 

井上教育長 

 

ご質問等が無いようですので、次に報告事項に移ります。 
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報告事項 

（１）教育委員会後援事業等に関する報告 

（２）久留米市小中一貫教育に関する方針案の策定状況について 

 

 

今後のスケジュール 

 〇１１月定例会：１１月２５日（火）１７：００～１８：３０ 

     場所：久留米市役所本庁２０階 第３委員会室 

〇１２月定例会：１２月２５日（木）１０：００～１１：３０ 

     場所：久留米市役所本庁２０階 第３委員会室 

 

 

 

非公開協議事項 

（３）城島エリアの今後の対応について 

 

（非公開で協議した。） 

 

 

 

井上教育長 

 

以上をもちまして、久留米市教育委員会１０月定例会を終了

いたします。ありがとうございました。 

 

 


